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市内の企業や商業団体の活動を支援します
 企業融資・支援制度紹介 

　新たな技術の習得や製品の開発、販路拡張、工場の新設・増設を目指す企業の皆さん、市の各種制度を
活用してください。

中小企業融資	 産業振興課商工振興係　☎（63）2182
　市は、市内金融機関や県信用保証協会と連携して、制度融資の充実を図っています。

①設備資金
資金使途　設備
限度額　2,000万円（個人・法人）
　　　　5,000万円（組合）
期　間　10年以内
対　象　市内で同一事業を1年以上営む中小企業者

②経営安定化資金
資金使途　運転
限度額　2,000万円（個人・法人）
　　　　3,000万円（組合）
期　間　7年以内
対　象　市内で同一事業を1年以上営む中小企業者

③創業資金
資金使途　運転・設備
限度額　500万円（個人・法人）
　　　　2,000万円（組合）
　　　　1,000万円（事業転換・新分野進出）
期　間　5年以内
※金融機関への申し込み前に、市による経営診断が
　必要です。

④小口元気アップ資金
資金使途　設備・運転
限度額　2,000万円（個人・法人）
期　間　7年以内
対　象　市内で同一企業を営む小規模企業者

保証料補助　市制度融資を利用する場合、市が信用保証料の全額または一部を補助します。

■①②④⑤⑥の取り扱い窓口　足利銀行・鹿沼相互信用金庫・栃木銀行・筑波銀行の鹿沼市内各本支店、
　　　　　　　　　　　　　　商工組合中央金庫宇都宮支店
■③の取り扱い窓口　　　　　産業振興課商工振興係（市役所新館5階）

創業支援	 産業振興課商工振興係　☎（63）2182
　市では、産業競争力強化法に基づく国の認定を受け、創業を目指す皆さんの夢の実現をオール鹿沼でバック
アップしています。身近な「かぬま創業支援ネットワーク」の窓口へ気軽にご相談ください。

ネットワーク窓口
鹿沼商工会議所、粟野商工会、足利銀行・鹿沼相互信用金庫・栃木銀行・筑波銀行の市内
各本支店、商工組合中央金庫宇都宮支店、栃木県信用保証協会、
栃木県産業振興センター、日本政策金融公庫

熱意のある

⑤経営向上借換資金
資金使途　借換・運転
限度額　3,000万円（個人・法人）
※新規に借り入れる運転資金は申込額の3分の1以内
期　間　10年以内
対　象　市内で同一事業を1年以上営み、次の全て
　　　　に該当する中小企業者
・市制度の既存借入があり、借換元の残高が当初借
　入時の4分の3以内に減少している
・借換により月々の返済額が減少する
・経営改善計画を策定し、経営の改善を図る

⑥緊急経営対策特別資金
資金使途　運転
限度額　2,000万円（個人・法人）
　　　　3,000万円（セーフティネット5号認定を
　　　　受けた人）
期　間　7年以内（条件4.の場合8年以内）
対　象　市内で同一事業を1年以上営み、次の条件
　　　　のいずれかに該当する中小企業者
1.最近3カ月の平均売上が前年同月と比較して3％
　以上減少している
2.最近3カ月間の平均売上額総利益率または営業利
　益率が前年同月と比較して3％以上減少している
3.セーフティネット5号認定に該当する
4.原則として、融資の申請前1年以内に震災・風水害
　その他の自然現象の異変により被害を受け、かつ
　市による被災証明または、り災証明を受けている
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商業関連支援	 産業振興課商工振興係　☎（63）2182

支援制度名 支援内容 補助率および補助限度額

商工業振興等研修事業補助金
商業団体等が実施する調査・研
究・研修事業等の講師委託等に
要する経費を補助

・対象経費の3分の2以内
・限度額10万円

個店整備事業補助金
店舗の改修工事等、備品等（建
物と一体として取り付けられる
備品・設備等）購入に要する経
費を補助

・対象経費の3分の1以内
・改修工事・備品等購入補助限度額20万円

地域商店会等運営支援事業補助金 共同施設や設備の設置、修繕等
に要する経費を補助 ・対象経費の30％以内

販売促進等共同経済事業補助金 団体等が行う広告紙や看板等の
作成費を補助 ・対象経費の30％以内

空き店舗等活用新規出店支援事業
補助金

市内において空き店舗等を活用
して、新規出店する際の店舗家
賃の費用を補助

・対象経費の2分の1以内
・限度額3万円/月（1年目）、2万円/月  
 （2年目）、1万円/月（3年目）
※オープンから最大3年間
※特定創業支援事業に関する証明書が必要

小規模・中小企業関連支援	 産業振興課商工振興係　☎（63）2182

支援制度名 支援内容 補助率および補助限度額

特許等出願支援事業補助金 特許権や実用新案権等の出願に
要する経費を補助

・対象経費の2分の1以内
・特許権補助　限度額20万円
・その他補助　限度額10万円

販路拡張支援事業補助金 地場産業製品の販売促進事業に
要する経費を補助

・対象経費の2分の1以内
・限度額30万円
・自社製品カタログ作成・自社ホームペー
　ジ新規作成については限度額5万円

展示会出展支援事業補助金
地場産業製品の販路拡大を目的
とした見本市等への出展事業に
要する経費を補助

・対象経費の2分の1以内
・国内展示会　限度額30万円
・国外展示会　限度額50万円
※2回目は上記に該当する展示会の補助上
　限の2分の1
※3回目以降は一律10万円

地場産業トータルサポート事業
補助金
※事前に事業認定を受ける必要
　があります（8月公募予定）

研究開発事業・基盤整備事業・
販路開拓事業・産業財産権取得
事業の4事業区分から2事業以上
を選択実施し、各事業に係る経
費を補助

・対象経費の5分の3以内
・限度額150万円
※融資の特例措置あり

退職金制度補助	 産業振興課商工振興係　☎（63）2182

支援制度名 支援内容 対　象 補助率および補助限度額

鹿沼市中小企業退職金
共済制度加入促進補助金

新たに退職金共済制度に加入し、
その加入期間が連続して12カ月と
なった従業員にかかる掛金を支援

従業員50人以下
の市内事業所

・従業員1人につき1万2千円
※限度額30万円

農林商工連携・６次産業化支援	 産業振興課産業振興係　☎（63）2196

支援制度名 支援内容 補助率および補助限度額

農林商工連携・６次産業化支援事業
補助金

農林商工の複数の事業者が連携
して行う新製品・新商品の開発
や、事業者自らが行う6次産業
化事業への補助

・対象経費の2分の1以内
・3年間の累計で100万円限度
※事業期間は3年以内
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工場等の新設・増設・移転への各種支援	 産業誘致推進室　☎（63）2266
①宇都宮西中核工業団地・武子工業団地への新規立地に対する支援
　※宇都宮西中核工業団地については完売済

支援制度名 対象業種 条　件 補助率および補助限度額

工業団地立地奨励
補助金

製造業、物流、研
究施設、情報サー
ビス施設（武子工業
団地は製造業のみ）

1.新規取得であること
 （居抜き等の取得は対象外）
2.土地売買契約日から5年以内に操業
3.常用雇用者5人以上

・用地取得額の10分の1以内
※操業開始した年度または翌
　年度の1回

工業団地立地促進
補助金

1.土地を取得、または前記土地取得者
　との賃貸借により工場等を操業
2.固定資産税の完納
3.投下固定資産額が1億円以上
 （中小企業は5,000万円以上）
4.土地売買契約日から5年以内に操業
5.常用雇用者5人以上

・固定資産税（土地・建物・償
　却資産）相当額
・限度額3億円（総額）
・操業開始後に課税された年
　度から5年間

②工場立地が可能な土地に対する支援
支援制度名 対象業種 条　件 補助率および補助限度額

工場適地立地促進
補助金

製造業、物流、研
究施設、情報サー
ビス施設（武子工業
団地は製造業のみ）

1.2,000㎡以上の土地に新設、増設し、
　工場等を操業（工業団地は、取得後
　3年以内に操業。既存敷地内増設の
　場合は、生産施設の増築を伴うもの
　に限る。）
2.固定資産税の完納
3.投下固定資産額が2億円以上
 （中小企業は5,000万円以上）
4.常用雇用者が20人以上
 （中小企業は10人以上）

・投下固定資産額（固定資産
　税課税標準額）の2％以内
・限度額1,000万円（各年度）
※操業開始後に課税された年
　度から3年間

③工場等の新設・増設に伴う、新たな雇用に対する支援
支援制度名 対象業種 条　件 補助率および補助限度額

雇用創出補助金
製造業、物流、研
究施設、情報サー
ビス施設（武子工業
団地は製造業のみ）

1.工業団地立地促進補助金または工場
　適地立地促進補助金の交付要件を満
　たしている
2.新規常用雇用者が5人以上で1年以上
　継続雇用されている

・市内新規常用雇用者1人当
　たり10万円
※交付は1回のみ

④宿泊施設の立地に対する支援
支援制度名 対象業種 条　件 補助率および補助限度額

宿泊施設立地促進
補助金

市内にホテル・旅館
を新設または増設
する事業者

1.新設または増設後、客室数が50以上
　の施設（増設は新たに20室以上設置
　し、かつ既存の客室数との合計が50
　以上）
2.令和3年12月31日までに新設または
　増設を行い、営業を開始する。（増設
　は新たな設置部分の営業を開始する）
3.投下固定資産額が2億円（増設は5,000
　万円）以上
4.常用雇用者が10人（増設は既存雇用
　者を含め10人）以上
5.新規常用雇用者が5人以上（増設は1人 
　以上）で、1年以上継続雇用されて
　いる

・固定資産税および都市計画
　税相当額（課税免除分は除く）
※操業開始後に課税された年
　度から5年間


